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医療提供体制に関する意見 

平成１４年３月２８日 

社会保障審議会医療部会 

 社会保障審議会医療部会は、昨年９月より８回にわたり、医療提供体制の確保に関する

重要事項について審議を重ねてきた。 

 当部会におけるこれまでの議論の概要は、以下のとおりである。  

I．基本的な考え方と審議経過  

１．  我が国では、国民皆保険制度の下で、全ての国民がいつでも、どこでも平等に医療機

関に受診することが可能である。この結果、世界最高水準の平均寿命・健康寿命や高

い保健医療水準を実現し、2000 年６月に公表されたＷＨＯ（世界保健機関）の評価にお

いても、我が国の保健システムは世界第一位と評価されている。 

２．  しかしながら、急速な少子高齢化の進行、医療技術の飛躍的進歩、国民の医療に対

する意識の変化など、医療を取り巻く環境は大きく変化しており、我が国の医療提供体

制について、(1)効率化・重点化の不足、(2)競争が働きにくい構造、(3)安心できる医療

の確保が不十分、(4)情報基盤等の近代化の遅れ、などの問題点が指摘されている。 

３．  このことから、今後一層、患者の視点を尊重した質の高い効率的な医療提供体制の

構築が求められており、このためには、患者に対する幅広い情報提供が推進され、患

者の選択を尊重した医療提供を通じて、医療機関相互の競争が促進されることにより、

医療の質の向上と効率化が図られることが重要である。 

 医療機関においては、患者との対話を重視しつつ、情報提供に努めるとともに、患者

においても、医療を選択するための様々な情報や手段を得て、自らの健康の保持のた

めの努力を行うとともに、自覚と責任を持って医療に参加することが求められる。 

４．  厚生労働省の医療制度改革試案の別添「２１世紀の医療提供の姿」（平成 13 年９月

25 日）においては、医療提供体制の改革において当面進めるべき施策として、「病院病

床の機能の明確化・重点化」、「根拠に基づく医療の推進」、「医療のＩＴ化の推進」、「医

療を担う適切な人材の育成・確保」、「広告規制の緩和」、「医業経営の近代化・効率

化」、「医療安全対策の総合的推進」、「小児救急医療対策の推進」などが取り上げられ

ており、当部会では、これらを中心に概括的な審議を行った。 

 また、経済財政諮問会議や総合規制改革会議で指摘されている「医業に係る株式会

社の参入」と「医療分野における労働者派遣」についても、参考人からの意見聴取を行

い、検討を加えた。 

５．  特に、政府・与党社会保障改革協議会の「医療制度改革大綱」や総合規制改革会議
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の「規制改革の推進に関する第１次答申」などで、今年度中に措置することを求められ

ていた「広告規制の緩和」については、集中的に議論を行い、具体的な結論を得た。 

II．個別の検討項目  

１．医療における情報提供の推進  

（１）情報提供の在り方  

 患者が自らの判断により適切な医療機関を選択するために必要な情報が、幅広く患者・

国民に対し提供されることが望ましい。また、情報提供の手段としては、医療機関による広

告に加え、広報、院内掲示、公的機関による情報提供などがあり、これらの手段が、それぞ

れの特性を踏まえ有効に活用されるよう、環境整備や内容の充実が図られるべきである。 

 医療機関の選択に資する情報提供の在り方として、客観的に比較可能なデータを提供す

るための用語の標準化等やＩＴ化などの環境整備、情報の確実性や最新性が確保される形

で散在している情報をデータベース化すること、これらの情報が地域住民に身近なところで

得られることが重要である。 

 なお、上記に加え、患者の求めによる情報開示が重要であり、特に医療機関の有するカ

ルテ、レセプト等の医療情報について開示の義務化を求める意見があったが、これに対し

ては、医療の公共性だけを理由に一律に情報開示を義務づけるべきではないという反対意

見があった。 

 また、インフォームドコンセントの義務化についても議論すべきとの意見があった。 

 一方、情報提供の推進に併せて、患者の自己決定を支援する体制の整備、さらに患者の

教育、意識啓発の必要性が指摘された。  

（２）広告規制の緩和  

 医療機関による広告の規制緩和については、今回は患者保護の観点から現行のポジティ

ブリスト方式を前提とし、客観的で検証可能な事項については、原則として規制緩和するこ

ととした。具体的な項目については、別添のとおりである。 

 なお、医療機関の広告については、基本的に、虚偽広告、誇大広告など患者にとって有

害となるもの以外は規制を原則撤廃すべき（ネガティブリスト方式）という意見があった。 

 また、広告規制緩和の具体的な項目についての主な考え方は以下のとおりである。  

 「専門医」を認定する団体の取扱いに当たっては、客観性を担保するため、医学医

術に関する団体の意見を聴くべきである。  

さらに、幅広い団体の意見を聴くべきであるという意見があった。  

 「手術件数」、「分娩件数」、「患者数」、「平均在院日数」、「病床利用率」については、

広告内容が容易に検証できるような仕組みが必要である。  
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 「死亡率」については、現状では、重症患者の受入拒否や危険度の高い手術を避け

るなど、医療の提供に悪影響を及ぼす可能性が強いため、患者の重症度等につい

て客観的に比較するための環境整備の状況を見極めつつ、継続検討とする。  

 「病院・診療所を経営する法人の理事長の略歴」、「外部監査を受けている旨」につ

いては、「これからの医業経営の在り方に関する検討会」（座長：田中滋慶應義塾大

学教授）における検討結果を踏まえて措置すべきである。  

 「スタッフの略歴」、「専門看護師・認定看護師」、「看護実習病院」を広告事項にする

ことについては、医療関係職種全体に関わる問題であるので今後の検討課題とす

べきである。  

 「ＩＳＯ9000ｓ」については、本来医療の質や機能を評価したものではないことに留意

する必要がある。  

２．病院病床の機能の明確化・重点化  

 病院病床については先の医療法改正において、平成１５年８月末までに療養病床と一般

病床に区分されることとされているが、さらに広告規制の緩和を含めた医療情報の提供と

患者の選択が進むことによって、病院病床の機能分化が促進されると考えられる。 

 なお、病院病床の機能分化については、急性期の患者にとっては望ましい方向である一

方、亜急性期、慢性期の患者に係る病床の在り方は慎重に検討すべきという意見があった。 

 また、地域医療計画については、本来社会が求めている機能に対して新規参入規制にな

っている面があるとしたら、議論すべきという意見があった。  

３．根拠に基づく医療の推進  

 医療の質の向上を図るためには、地域の医療機関が容易に最新の医学情報を参照でき

るよう、ＥＢＭ実践のための文献データベースや主要疾病の標準的診療ガイドラインが整備

されることが極めて重要である。 

 これらの施策については、年次目標を定め、重点的な整備を進めることが肝要であり、患

者が主体的に医療に参加する環境の整備のためにも重要である。  

４．医療におけるＩＴ化の推進  

 患者・国民への医療情報の提供や地域の医療機関のネットワークを形成する上で、医療

におけるＩＴ化は重要な手段である。保健医療分野におけるＩＴ化を推進するために、昨年１

２月に、「保健医療分野の情報化に向けてのグランドデザイン」が策定され、電子カルテや

レセプト電算処理のシステムの普及について数値目標が示されたが、その着実な実施が必

要である。 

 なお、電子カルテは単なるツールに過ぎず、電子カルテを導入する前に、個々の医療機

関における業務の標準化や見直しを行うことが重要であるとの意見があった。 
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 また、医療のＩＴ化に係る費用負担の在り方について、今後さらに検討が必要であるとの

意見や、地域の医療機関ネットワークの中で患者の情報が共有され、健康管理や個別指

導、各段階に応じて適切なケアが切れ目なく行われる仕組みが必要との指摘があった。  

５．医療を担う適切な人材の育成・確保  

 医療サービスの質の向上を図るためには、それを担う医療従事者の質の向上や適正な

数の確保、配置が重要である。 

 地域医療の確保の観点から、医師が専門化・細分化され過ぎており、総合的な診療能力

を有する医師を養成する必要性が指摘されるとともに、大学を中心とした医師の人事につ

いての問題点が指摘された。特に、現在「医道審議会医師分科会医師臨床研修検討部会」

（部会長：矢崎義雄国立国際医療センター総長）で検討されている医師の卒後臨床研修制

度については、大学に依存する体制を改めるべきとの意見があった。医師の生涯学習の義

務化、医師の免許更新制などについても議論すべきとの意見があった。また、国民に安定

した医療を提供するためには、医療従事者の地域偏在の改善が重要な課題である旨の指

摘があった。  

６．医療安全対策の総合的推進  

 相次ぐ医療事故やその報道を通じて、医療に対する国民の信頼が揺らぎかねない状況に

ある中、患者の視点を十分に踏まえ、国民に真に安心できる医療を提供するという観点か

ら、関係者をあげて医療安全の推進に取り組むことが重要である。医療安全に関する今後

の方針及び当面取り組むべき課題については、現在「医療安全対策検討会議」（座長：森亘

日本医学会長）で総合的な検討が進められているところである。医療に対する国民の信頼

回復のために、緊急の取組が必要である。  

７．小児救急医療対策の推進  

 小児科医の負担の増大や大病院への救急患者の集中などが指摘される中、小児救急医

療体制の確保は喫緊の課題であり、「小児救急医療拠点病院」の整備などの新たな施策に

ついては、その早急な実施が求められる。 

 なお、小児救急医療に関連して、小児科の不採算性についての指摘や、医学生が小児科

医を目指すような学校教育の在り方についての意見があった。  

８．医業経営の近代化・効率化  

 非営利を原則としてきた我が国の医療機関経営について、昨今、経営の効率化や資金調

達の多様化を図るために営利企業の参入を認めるべきとの主張がある。医療の効率化と

質の向上を図るためには、まず、患者への情報提供を進めることによる患者選択を通じた

医療機関相互の競争の促進や、理事長要件の緩和等の医療法人制度改革による医業経
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営の近代化などの取組を着実に進めることが必要である。 

 なお、営利企業の参入により、次のメリット等があるとの指摘がなされた。  

 医療行為と経営の分化が進むことにより、経営の効率化や医療の質の向上が期待

できる。  

 従来、閉鎖的とされてきた医療の世界が社会的に広がりを持つこととなり、経営の

透明化、健全化が期待できる。  

 競争が促進され、特定の医療分野に特化した経営の展開や、快適な療養環境の提

供、保険者からの委託による予防医療など多様なサービスが提供されることにより、

国民の医療についての選択肢が拡大する。なお、不採算部門の切り捨てにつなが

るという考え方に対しては、経営形態ではなく公的観点からの検討が必要である。 

 しかしながら、営利企業による医療経営については、  

 医療の強い公共性と株式会社の株主への利益配当という２つの要請を両立させる

ことは困難である  

 収益性の高い医療分野に集中し、不採算部門の切り捨てや医療費の高騰を招きか

ねない  

 我が国は民間主導により十分な医療提供体制がすでに整備されている  

 営利企業と病床規制とは相容れないため、地域医療計画が必要という前提では営

利企業参入は馴染まない  

 株式会社を参入させなくても、情報開示等を行えば競争原理が働く  

 株式会社の参入が認められているアメリカにおいても、医業経営は非営利が主体で

あり、研究と教育に投資せず質の向上に限界がある株式会社よりも、研究、教育、

臨床の３つに取り組む非営利病院の方が、地域における信頼を得ており、ネットワ

ーク化されている  

等の理由から、慎重な対応が必要であるという反対意見が多かった。  

９．医療分野における労働者派遣  

 医療分野に従事する専門的な人材の最適な配置を可能にするため、医療関連業務の従

事者の労働者派遣に関する規制の見直しが求められており、雇用形態に関わりなくチーム

医療は可能であること、派遣という形態で働きたい医療従事者の希望を一律に禁止すべき

ではないとの意見があった。 

 これに対し、適正な医療を提供するためには、チームの構成員が互いの能力や治療方針

等を把握し合い、十分な意思疎通の下に業務を遂行することが不可欠であること、恒常的

にチームの力を高めていくことによって、良い医療、良い看護、安全な治療の場を提供する

ことができることから、医療機関における医療関連業務の労働者派遣に関して規制を緩和

することは、慎重に検討すべきという意見が多かった。 

 また、現行の派遣制度においては、事前に労働者を特定する行為が禁じられていること、
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派遣期間に制限が設けられているため継続的な雇用が困難であることなどの問題点が指

摘された。  

10．その他  

 リビング・ウィルの普及など、終末期医療の在り方について議論すべきとの意見が

あった。  

 医療保険制度の改革については、医療保険部会で議論されているところであるが、

当部会においても、医療保険制度の今後の在り方について、給付と負担の公平性

や安定した保険運営の観点から、各保険者の厳しい財政状況を踏まえ、早急に制

度の一本化を求める意見と、制度の一本化に反対する意見があった。  

 領収明細書を発行すべきであるという意見があった。  

III．おわりに  

 厚生労働省は、情報提供の推進などをはじめとする当面の諸課題について、その改革を

着実に実施するとともに、さらに、良質かつ効率的な医療提供体制の確保に向けて、その

検討の進め方を含め、関係者の意見を反映しつつ、早急な検討を行っていくことが求めら

れる。  
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（別添） 

広告規制を緩和することとした事項 

○  次の基準を満たす団体から専門医の認定を受けた医師・歯科医師がいる旨  

・ 学術団体として法人格を有していること 

・ 団体の会員数が 1,000 人以上であり、かつ、会員の８割以上が医師・歯科医師である

こと。 

・ カリキュラムに基づき５年以上の研修を行っていること 

・ 資格の取得に当たって適正な試験を実施していること 

・ 資格の更新制度を設けていること 

・ 団体の会員及び認定した専門医の名簿が公表されていること 

・ 専門医の資格要件を公表していること 

・ 一定の活動実績を有し、その内容を公表していること 

・ 問い合わせに応じる体制が整備されていること 
 

○  治療方法 

○  手術件数 

○  分娩件数 

○  平均在院日数 

○  患者数 

○  次に掲げる医療機関である旨  

・ 公害健康被害の補償等に関する法律の公害医療機関 

・ 戦傷病者特別援護法の指定医療機関 

・ 小児救急医療拠点病院 

・ エイズ治療拠点病院 

・ 特定疾患治療研究事業を行っている病院 

・ 小児慢性特定疾患治療研究事業を行っている病院 

・ 精神保健福祉法に規定されている措置入院を行っている病院
 

○  医師・看護師等スタッフの患者数に対する配置割合及び人数 

○  売店、食堂、花屋、喫茶店、床屋、一時保育サービスの実施等がある旨 

○  他の医師又は歯科医師の意見を求める患者に協力する体制を確保している旨（いわ

ゆるセカンドオピニオンの実施） 

○  電子カルテを導入している旨 

○  患者相談窓口を設置している旨 

○  症例検討会を開催している旨 
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○  入院診療計画を導入している旨 

○  医療安全のための院内管理体制が整備されている旨 

○  （財）日本医療機能評価機構が行う医療機能評価の個別具体的な審査結果 

○  病床利用率 

○  病院・診療所を経営する法人の理事長の略歴 

○  外部監査を受けている旨 

○  （財）日本適合性認定協会の認定を受けた審査登録機関に登録している旨 

○  医療機関のホームページアドレス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


